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市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

る基準を定める条例の一部改正について 

 

市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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市川市条例第  号 

市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



理  由 

 

国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準」の改正に伴い、特定教育・保育施設等

の管理者の子どもに対する懲戒に係る規定を削除する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


